
○
運
輸
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
四
件
）

（
衆
）
は
提
出
時
の
先
議
院

1
0
1
国
会

　
8
4

55
　

5
4

41 番
号

船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

国
際
観
光
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る

障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
法
を
廃
止
す
る

法
律
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

（
衆
）

" "
衆 先議院

五
九
、
五
、
一
四

三
、
八

三
、
八

六〇、
二
、
一
九

提
　
出

月
　
日

五
九
、
八
、
二

三
、
一
三

（
予
）

三
、一

三

（
予
）

六〇、
三
、
五

　
（
予
）

委
員
会

付
　
　
託 参

　
　
　
議
　
　
　
院

六
〇
、
五
、
二
一

可
　
　
決

　
　
五
、
三
〇

可
　
　
決

　
　
　
五
、
二
八

可
　
　
決

　

六
〇
、
四
、
一
一

可
　
　
決

委
員
会

議
　
　
決

　

六
〇
、
五
、
二
四

可
　
　
決

　
　
五
、
三
一

可
　
　
決

　
　
　
五
、
三
一

可
　
　
決

　
六
〇
、
四
、
一
二

可
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

　

六
〇
、
五
、
二
四

三
、
八

三
、
八

六
〇
、
二
、
一
九

委
員
会

付
　
　
託 衆

　
　
　
議
　
　
　
院

六〇

、五、三一

可
　
　
決

　
　
　
四
、
一
六

可
　
　
決

　
　
　
四
、一二

可
　
　
決

六
〇
、
三
、
二
六

可
　
　
決

委
員
会

議
　
　
決

　
六〇、六

、
四

可
　
　
決

　
　
　
　

四
、
一
九

可
　
　
決

　
　
　
四
、
一
六

可
　
　
決

六〇
、
三
、
二
八

可
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

百
　
一
　
回
　
国
　
会

　
　
　
衆
　
可
　
決

　
　
　
参
　
継
　
続

備
　
　
　
　
　
考

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件

名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
　
へ
　
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備
　
　
考

１

道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

梶
原
清
君

外
　
　
二
　
　
名

　
（
六
〇
、
三
、
五
）

六〇

、
三
、
六

六〇

、

三
、二〇

六

〇
、
三
、
六

六
〇
、
三
、
七

可
　
　
決

六〇
、
三
、

二
〇

可
　
　
決

六〇
、
三
、
六

　
　
（
予
）

六〇
、三、二

九

可
　
　
決

六〇
、
四
、
二

可
　
　
決



衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件

名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参

議

院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

衆

議

院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備
　
　
考

19

都
市
に
お
け
る
公
共
交
通
の
環
境
整
備

に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

左
近
正
男
君

外
　
九
　
　
名

　
（
六〇、
四
、
一
七

）

六〇
、
四

、

一
九

六〇
、四
、
一
九

　
　
　
　
（
予
）

六〇
、
四
、
一
九

継
　
　
続
　
　
審
　
　
査

国
会
の
承
認
を
求
め
る
の
件
（
一
件
）

番
号

件

名

先議院

提
　
出

月
　
日

参

議

院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

衆

議

院

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

備

考

地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
九
州
運
輸
局
福
岡
陸
運
支
局
の
自
動
車
検
査
登

録
事
務
所
の
設
置
に
関
し
承
認
を
求
め
る
の
件

衆

六〇
、
三
、
八

六〇
、
三
、
八

　
　
（
予
）

　
六〇、
五
、

三〇

承
　
　
認

　六〇
、
五
、
三

一

承
　
　
認

六〇
、
三
、
八

六〇
、
四
、
一
六

承
　
　
認

六〇
、
四
、
一
九

承
　
　
認

日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

四
一
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
の
整
理
合
理
化
の
一
環
と
し
て
、
日
本

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
を
民
営
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
法
を
廃
止
す
る
。

二
、
政
府
は
、
日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
が
商
法
に
基
づ

　
く
手
続
に
よ
り
、
資
本
の
減
少
を
行
い
、
株
式
を
買
入
れ
消
却
す

2



る
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
そ
の
売
買

価
格
相
当
額
は
、
政
府
が
同
社
に
対
し
無
利
子
で
貸
し
付
け
た
も

の
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会

　
社
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
運
輸
委
員
会
に
お
け
る

　
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
の
整
理
合
理
化
の
一
環
と
し
て
、
日
本

　
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
法
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
政
府
所

　
有
株
式
を
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式

　
会
社
を
民
営
化
し
、
こ
れ
に
伴
う
措
置
と
し
て
政
府
の
出
資
金
相
当

　
額
を
同
社
に
対
す
る
無
利
子
貸
付
金
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

　
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま

　
す
。

　
　
質
疑
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
小
笠
原
委
員

　
よ
り
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案
は

　
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て

　
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
四
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
周
辺
整
備
空
港
に
お
け
る
空
港
周
辺
整
備
計
画
の

　
実
施
等
を
効
率
的
に
行
う
た
め
、
周
辺
整
備
空
港
ご
と
に
設
立
さ
れ

　
て
い
る
空
港
周
辺
整
備
機
構
を
統
合
し
て
、
そ
の
業
務
を
一
元
的
に

　
行
う
組
織
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次

　
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

一
、
周
辺
整
備
空
港
に
お
け
る
空
港
周
辺
整
備
計
画
の
実
施
等
を
一

　
　
元
的
に
行
う
空
港
周
辺
整
備
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）

　
　
は
、
一
を
限
り
設
立
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
二
、
機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
一
人
、
副
理
事
長
一
人
、
理

　
　
事
七
人
以
内
及
び
監
事
一
人
を
置
く
も
の
と
し
、
そ
の
任
期
は
、

　
　
二
年
と
す
る
。

　
三
、
機
構
は
、
空
港
周
辺
整
備
計
画
の
実
施
等
を
行
う
ほ
か
、
特
定

　
　
飛
行
場
の
設
置
者
等
の
委
託
に
よ
り
、
特
定
飛
行
場
の
周
辺
地
域

　
　
に
お
い
て
緑
地
帯
等
の
造
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



四
、
周
辺
整
備
空
港
ご
と
に
設
立
さ
れ
て
い
る
空
港
周
辺
整
備
機
構

　
（
以
下
「
旧
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い

　
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
旧
機
構
に
対
す
る
政
府
及
び
地
方
公
共

　
団
体
の
出
資
金
に
相
当
す
る
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
機
構
に
対
し
て

　
出
資
さ
れ
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
旧
機
構
の
一
切
の
権
利
及

　
び
義
務
は
、
機
構
が
承
継
す
る
。

五
、
そ
の
他
旧
機
構
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
を
機
構
が
承
継
す
る

　
こ
と
に
伴
う
経
過
措
置
等
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
案
及
び
承
認
案
件
に
つ
き
ま

　
し
て
、
運
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申

　
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害

　
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
大
阪
、

　
福
岡
両
空
港
周
辺
整
備
機
構
を
統
合
し
て
、
そ
の
業
務
を
一
元
的
に

　

行
う
組
織
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
辺
整
備
空
港
に
お
け
る
空
港
周
辺

　
整
備
計
画
の
実
施
等
を
効
率
的
に
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

　
そ
の
主
な
内
容
は
、
第
一
に
、
周
辺
整
備
空
港
に
お
け
る
空
港
周
辺

　
整
備
計
画
の
実
施
等
を
行
う
空
港
周
辺
整
備
機
構
は
、
一
を
限
り
設

立
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
空
港
周
辺
整
備
機
構
は
、

特
定
飛
行
場
の
設
置
者
等
の
委
託
に
よ
り
、
特
定
飛
行
場
周
辺
の
緑

地
帯
等
の
造
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
第
三
に
、
大
阪
国
際

空
港
周
辺
整
備
機
構
及
び
福
岡
空
港
周
辺
整
備
機
構
は
、
空
港
周
辺

整
備
機
構
の
成
立
の
と
き
に
解
散
す
る
も
の
と
し
、
大
阪
、
福
岡
両

機
構
の
一
切
の
権
利
義
務
は
、
空
港
周
辺
整
備
機
構
が
承
継
す
る
こ

と
等
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
現
地
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
熱
心

な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承

知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多

数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
大
木
理
事
よ
り
、
各
派
共
同
提
案
に

係
る
、
機
構
の
統
合
に
よ
っ
て
大
阪
国
際
空
港
及
び
福
岡
空
港
の
空

港
周
辺
対
策
が
後
退
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
等

三
項
目
を
内
容
と
す
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も

っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
国
際
観
光
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
臨

時
行
政
調
査
会
の
答
申
等
を
踏
ま
え
て
、
国
際
観
光
振
興
会
の
行
う

日
本
人
海
外
観
光
旅
客
に
対
す
る
業
務
を
、
旅
行
の
安
全
に
関
す
る



情
報
の
提
供
等
の
業
務
に
整
理
合
理
化
す
る
と
と
も
に
、
役
員
の
任

命
方
法
及
び
任
期
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い

ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多

数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

九
州
運
輸
局
福
岡
陸
運
支
局
の
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
設
置
に

関
し
承
認
を
求
め
る
の
件
は
、
福
岡
県
の
筑
豊
地
域
に
お
け
る
自
動

車
の
検
査
及
び
登
録
に
関
す
る
事
務
の
現
状
に
か
ん
が
み
、
福
岡
県

嘉
穂
郡
庄
内
町
に
、
九
州
運
輸
局
福
岡
陸
運
支
局
の
下
部
組
織
と
し

て
筑
豊
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
を
設
置
す
る
た
め
、
国
会
の
承
認

を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
質
疑
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、

本
件
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
承
認
す
べ
き
も
の
と
決
定

い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

国
際
観
光
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
五
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
国
際
観
光
振
興
会
の
日
本
人
海
外
観
光
旅
客
に
対

　
す
る
業
務
を
整
理
合
理
化
す
る
と
と
も
に
、
役
員
の
任
命
規
定
等
に

　
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

　
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

一
、
日
本
人
海
外
観
光
旅
客
に
対
す
る
業
務
を
、
旅
行
の
安
全
に
関

　
　
す
る
情
報
の
提
供
等
の
業
務
に
整
理
合
理
化
す
る
こ
と
。

　
二
、
一
の
業
務
の
整
理
合
理
化
に
伴
い
、
国
際
観
光
振
興
会
の
目
的

　
　
と
し
て
、
日
本
人
海
外
観
光
旅
客
に
対
す
る
旅
行
の
安
全
に
関
す
る

　
　
情
報
の
提
供
等
の
業
務
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
国
際
観
光

　
　
の
振
興
を
図
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

　
三
、
副
会
長
及
び
理
事
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
会
長
が

　
　
任
命
及
び
解
任
す
る
こ
と
。

　
四
、
理
事
の
任
期
を
三
年
か
ら
二
年
に
変
更
す
る
こ
と
。

　
五
、
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
財
務
諸
表
を
各
事
務
所
に
備
え
て

　
　
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

委
員
長
報
告



二
〇
九
ペ
ー
ジ
参
照

船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
一
回
国
会
閣
法
第
八
四
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
昭
和
五
十
四
年
の
国
際
連
合
総
会
に
お
い
て
採
択

　
さ
れ
た
女
子
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
条

　
約
の
批
准
に
備
え
る
た
め
の
国
内
法
令
整
備
の
一
環
と
し
て
、
船
員

　
法
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

　
あ
る
。

　
一
、
妊
娠
中
の
女
子
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
航
海
に
関
し
、
本
人
が

　
　
申
し
出
て
母
性
保
護
上
医
師
が
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
等
を

　
　
除
い
て
、
船
内
で
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

　
二
、
出
産
後
八
週
間
を
経
過
し
な
い
女
子
に
つ
い
て
は
、
出
産
後
六

　
　
週
間
を
過
ぎ
た
者
が
申
し
出
て
母
性
保
護
上
医
師
が
支
障
が
な
い

　
　
と
認
め
た
場
合
を
除
き
、
船
内
で
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と

　
　
す
る
こ
と
。

　
三
、
妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年
以
内
の
妊
産
婦
の
船
員
に
つ
い
て
は
、

　
　
母
性
保
護
上
有
害
な
作
業
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す

　
　
る
と
と
も
に
、
時
間
外
、
休
日
及
び
夜
間
の
作
業
に
つ
い
て
も
、

　
原
則
と
し
て
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

四
、
妊
産
婦
以
外
の
女
子
船
員
に
つ
い
て
は
、
夜
間
労
働
の
禁
止
規

　
定
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
就
業
制
限
の
対
象
と
な
る
作
業
を
妊

　
娠
又
は
出
産
に
係
る
機
能
に
有
害
な
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
と
す

　
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
案
に
つ
き
ま
し
て
、
運
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果

　
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
女
子
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
の
撤
廃
に

　
関
す
る
条
約
の
批
准
に
備
え
る
た
め
の
国
内
法
令
整
備
の
一
環
と
し

　
て
、
女
子
船
員
に
つ
い
て
、
就
業
制
限
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
母

　
性
保
護
の
充
実
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
第

　
一
に
、
妊
娠
中
の
女
子
に
つ
い
て
、
一
定
の
航
海
に
関
し
、
本
人
が

　
申
し
出
て
母
性
保
護
上
医
師
が
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
等
を
除

　
い
て
、
船
内
で
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
出
産
後
八

　
週
間
を
経
過
し
な
い
女
子
に
つ
い
て
、
出
産
後
六
週
間
を
過
ぎ
た
者

　
が
申
し
出
て
母
性
保
護
上
医
師
が
支
障
が
な
い
と
認
め
た
場
合
を
除

　
き
、
船
内
で
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
第
三
に
、
妊
娠
中
ま
た



は
出
産
後
一
年
以
内
の
妊
産
婦
の
船
員
に
つ
い
て
、
母
性
保
護
上
有

害
な
作
業
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
時

間
外
、
休
日
及
び
夜
間
の
作
業
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
従
事
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
第
四
に
、
妊
産
婦
以
外
の
女
子
船
員
に
つ

い
て
、
夜
間
労
働
の
禁
止
規
定
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
就
業
制
限

の
対
象
と
な
る
作
業
を
妊
娠
ま
た
は
出
産
に
係
る
機
能
に
有
害
な
も

の
に
限
定
す
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
現
地
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
熱
心

な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願

い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
小

笠
原
委
員
よ
り
反
対
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
梶
原
理
事
よ

り
賛
成
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を

も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
第
一
号
）

要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
軽
自
動
車
を
使
用
す
る
軽
車
両
等

運
送
事
業
者
に
よ
る
運
送
の
実
態
等
に
か
ん
が
み
、
自
動
車
に
よ
る

貨
物
運
送
を
業
務
と
す
る
者
に
よ
る
有
償
旅
客
運
送
行
為
を
禁
止
す

る
と
と
も
に
、
軽
車
両
等
運
送
事
業
者
に
対
し
監
督
を
強
化
す
る
こ

と
等
に
よ
り
、
道
路
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
及
び
道
路
運
送
に
関

す
る
秩
序
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
貨
物
の
運
送
に
係
る
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
災
害
の
た
め
緊

　
急
を
要
す
る
と
き
等
の
場
合
を
除
き
、
有
償
で
旅
客
の
運
送
を
し

　
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
軽
自
動
車
を
使
用
し
て
貨
物
を
運
送
す
る
軽
車
両
等
運
送
事
業

　
者
に
対
し
、
一
の
禁
止
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
運
輸
大
臣
は
、

　
当
該
事
業
者
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
等
に
違

　
反
し
た
と
き
は
、
輸
送
施
設
の
当
該
事
業
の
た
め
の
使
用
の
停
止

　
又
は
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る

　
こ
と
と
す
る
。

三
、
一
及
び
二
の
禁
止
措
置
に
違
反
し
た
者
を
新
た
に
処
罰
の
対
象

　
と
す
る
こ
と
等
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日

　
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
有
償
旅
客
運
送
行
為
の
禁
止
に
係
る

　
罰
則
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
か



ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
法
律
に
つ
き
ま
し
て
、
運
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結

　
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
軽
自
動
車
を
使
用
す
る
軽
車
両
等

　
運
送
事
業
者
に
よ
る
運
送
の
実
態
等
に
か
ん
が
み
、
自
動
車
に
よ
る

　
貨
物
運
送
を
業
務
と
す
る
者
に
よ
る
有
償
旅
客
運
送
行
為
を
禁
止
す

　
と
と
も
に
、
軽
車
両
等
運
送
事
業
者
に
対
し
監
督
を
強
化
す
る
こ
と

　
等
に
よ
り
、
道
路
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
及
び
道
路
運
送
に
関
す

　
る
秩
序
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
主
な
内

　
容
は
、
第
一
に
、
貨
物
の
運
送
に
係
る
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
災

　
害
の
た
め
緊
急
を
要
す
る
と
き
等
の
場
合
を
除
き
、
有
償
で
旅
客
の

　
運
送
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

　
　
第
二
に
、
軽
自
動
車
を
使
用
し
て
貨
物
を
運
送
す
る
軽
車
両
運
送

　
事
業
者
に
対
し
、
同
様
の
禁
止
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
運
輸
大

　
臣
は
、
当
該
事
業
者
が
こ
の
法
律
ま
た
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令

　
等
に
違
反
し
た
と
き
は
事
業
の
停
止
等
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ

　
と
と
す
る
こ
と
。

　
第
三
に
、
第
一
及
び
第
二
の
禁
止
措
置
に
違
反
し
た
者
を
新
た
に

処
罰
の
対
象
と
す
る
こ
と
。

　
第
四
に
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
ヵ
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
有
償
旅
客
運
送
行
為
の

禁
止
に
係
る
罰
則
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過

し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま

す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全

会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
瀬
谷
理
事
よ
り
、
各
会
派
共
同
提
案

に
係
る
軽
貨
物
自
動
車
に
よ
る
違
法
行
為
の
排
除
に
最
大
限
の
努
力

を
す
る
こ
と
等
三
項
目
を
内
容
と
す
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、

全
会
一
致
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し

ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
九
州
運
輸
局

福
岡
陸
運
支
局
の
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
設
置
に
関
し
承
認
を
求

め
る
の
件
（
閣
承
認
第
二
号
）

要
旨　

本
件
は
、
福
岡
県
の
筑
豊
地
域
に
お
け
る
自
動
車
の
検
査
及
び
登

録
に
関
す
る
事
務
の
円
滑
化
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
当
該
地
域
の
住
民

の
利
便
を
増
進
す
る
た
め
、
福
岡
県
嘉
穂
郡
庄
内
町
に
、
九
州
運
輸

局
福
岡
陸
運
支
局
の
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
を
設
置
す
る
こ
と
に

つ
い
て
国
会
の
承
認
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
二
〇
九
ペ
ー
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参
照




